
がん診療連携拠点病院等における
院内がん登録について
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現行の整備指針（平成26年1月10日付け健康局長通知）での記載

※地域がん診療病院については、地域がん診療連携拠点病院と同様の記載のため割愛
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Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について

４ 情報の収集提供体制
（２）院内がん登録

① 健康局総務課長が定める「標準登録様式」に基づく院内がん登録を実施すること。なお、が
ん登録等の推進に関する法律（平成２５年法律第１１１号）施行後は同法に基づく院内がん
登録を実施すること。

② 国立がん研究センターによる研修を修了した専従の院内がん登録の実務を担う者を１人以
上配置すること。なお、当該実務者は診療ガイドラインの改定等を踏まえ必要に応じて再度
研修を受講すること。

③ 毎年、院内がん登録の集計結果等を国立がん研究センターに情報提供すること。

④ 院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施する地域がん登録事業等に必要な
情報を提供すること。

Ⅳ 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について
４ 院内がん登録の質的向上に向けた要件

（１） 都道府県内の医療機関が実施する院内がん登録の精度の向上のため、院内がん登録
実務者として国立がん研究センターの実施する指導者研修を修了した者を配置すること
が望ましい。

（２） 都道府県内の院内がん登録に関する情報の収集及び院内がん登録実務者の育成等を
行うことが望ましい。



がん登録

平成25年12月 「がん登録等の推進に関する法律」
が成立

平成28年 1月 施行

○ 病院等が、がんの患者を診断した際に届出

○ 都道府県を通じて情報を国に集約

○ がんの罹患や診療について、詳細な情報を収集

○ 個人に関する情報を厳格に保護

がんに係る調査研究に活用し、
成果を国民に還元
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がん登録推進法の概要 １

○「全国がん登録」：国が国内におけるがんの罹患、診療、転帰等に関する情報をデータ
ベースに記録し、保存すること
○「院内がん登録」：病院において、がん医療の状況を適確に把握するため、当該病院に
おいて行われたがんの罹患、診療、転帰等に関する詳細な情報を記録し、保存すること

１ 全国がん登録：広範な情報収集により、罹患等の状況をできる

限り正確に把握する

２ 院内がん登録：全国がん登録を通じて必要な情報を確実に得

させ、普及・充実を図る

３ がん対策の充実のため、がんの診療に関する詳細な情報の収集

を図る

４ 民間を含めがんに係る調査研究に活用、その成果を国民に還元

５ がん登録等に係る個人に関する情報を厳格に保護

基本理念

（平成25年12月成立・平成28年1月施行）
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がん登録推進法の概要 ２
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全国がん登録等の事務に従事する人材確保等のための必要な研修等

○国・都道府県等
⇒がん対策の充実、医療機関への情報提供、統計等の公表、
患者等への相談支援

○医療機関
⇒患者等に対する適切な情報提供、がん医療の分析・評価等、
がん医療の質の向上

○がん登録等の情報の提供を受けた研究者
⇒がん医療の質の向上等に貢献

がん登録等の情報の活用

国民への情報提供を充実させ、がん医療の質の向上等を図り、がん
対策を科学的知見に基づき実施

院内がん登録の推進、国によるがん治療情報の収集等のための体制整備

院内がん登録等の推進

がん登録推進法の概要 ３

人材の育成
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院内がん登録の実施に係る指針（平成27年12月15日厚生労働省告示第470号）での記載
（抜粋、赤字下線は事務局にて追加）
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第一院内がん登録の意義

院内がん登録は、法第二条第四項において、「がん医療の提供を行う病院において、そのがん医
療の状況を適確に把握するため、当該病院において診療が行われたがんの罹患、診療、転帰等
に関する詳細な情報を記録し、及び保存することをいう。」と規定されている。

第二院内がん登録の実施のための体制
一組織体制

院内がん登録を実施するに当たっては、院内がん登録に係る実務に関する責任部署を明確にす
るとともに、当該病院の管理者又はこれに準ずる者を長とし、医師、看護師及び診療情報管理士
等から構成され、当該病院における院内がん登録の運用上の課題の評価及び活用に係る規定
の策定等を行う機関を設置することとする。
二院内がん登録実務者

院内がん登録を実施するに当たっては、院内がん登録に係る実務者（以下「実務者」という。）を一
名以上配置することとする。実務者は、医師、看護師その他の有資格者に限定する必要はなく、
がんの臨床医学等に関する幅広い知識を持つことが適当であり、国立がん研究センターが示す
がん登録実務に係るマニュアルに習熟するとともに、がん登録に係る実務についての技術を向上
させるため、国立がん研究センター等が提供する研修を継続的に受講することが望ましい。

第三個人情報の取扱いについて

院内がん情報は、厳格に保護されなければならず、実務者その他の関係者は、患者本人等に対
するがんの告知の状況も踏まえ、その取扱いに関し十分に留意することとする。また、当該情報を
取り扱うに当たっては、情報セキュリティーに関する基本的な方針を定めることが望ましい



がん登録実務者認定研修事業

全国がん登録および院内がん登録の標準化と普及、および院内がん登録に関する高
度で専門的な知識および技術を修得することを目的として、国立がん研究センターが
実施している。

【がん登録実務初級者】
• 施設で標準的ながん登録の実施に必要な技能を有する実務者。
• 5大がんを対象とし、e-learningの受講後に筆記試験を受け、合格した場合に認定さ
れる。

【院内がん登録実務中級者】
• がん登録実務初級認定者を主たる対象とし、主要5 部位以外の病期分類のコー
ディングを行うことができ、また各種癌取扱い規約の内容も理解するレベル（登録実
務2 年以上の経験のある者相当）の実務者。

• 5日間の講義を受講後、筆記試験を受け、合格した場合に認定される。

認定期間はいずれも４年間であり、更新時に研修受講・更新試験の受験が必要。

※初級者への研修がe-learningされたため、院内がん登録実務指導者研修は廃止された。
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院内がん登録実務中級者
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院内がん登録について

• 拠点病院等においては院内がん登録の実施が求められている。
• 現行の整備指針において、院内がん登録に関する指定要件は「がん登録等の推進に関する法
律」施行前の記載である。

院内がん登録に関する指定要件について、「がん登録等の推進に関する法律」及び「院内がん登
録の実施に係る指針」に基づいて必要な修正を行うべきではないか。

拠点病院においては5大がん以外のがんについても院内がん登録に対応できるように体制を整
備するべきではないか。
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現行の整備指針の記載内容（地域拠点病院）

Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
４ 情報の収集提供体制
（２）院内がん登録
①健康局総務課長が定める「標準登録様式」に基づく院内がん登録を実施すること。なお、がん登録等の推進に関する法律（平
成２５年法律第１１１号）施行後は同法に基づく院内がん登録を実施すること。

②国立がん研究センターによる研修を修了した専従の院内がん登録の実務を担う者を１人以上配置すること。なお、当該実務者
は診療ガイドラインの改定等を踏まえ必要に応じて再度研修を受講すること。

③毎年、院内がん登録の集計結果等を国立がん研究センターに情報提供すること。
④院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施する地域がん登録事業等に必要な情報を提供すること。

修正・追加・削除すべきものはあるか。
以下の様に修正してはどうか。
（２）院内がん登録
① がん登録等の推進に関する法律（平成25年法律第111号）第44条第１項の規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に
係る指針（平成27年厚生労働省告示第470号）に即して院内がん登録を実施すること。

② 院内がん登録に係る実務に関する責任部署を明確にすること。当該病院の管理者又はこれに準ずる者を長とし、医師、看護
師及び診療情報管理士等から構成され、当該病院における院内がん登録の運用上の課題の評価及び活用に係る規定の策
定等を行う機関を設置すること。

③ 専従で、院内がん登録の実務を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で中級認定者の認定を受けている者を
１人以上配置すること。また、配置された者は国立がん研究センターが示すがん登録に係るマニュアルを習熟すること。

④ 院内がん登録の登録様式については、国立がん研究センターが提示する院内がん登録に係る標準様式に準拠すること。
⑤ 適宜、登録対象者の生存の状況を確認すること。
⑥ 院内がん情報等を全国規模で収集し、当該情報を基にしたがん統計等の算出等を行うため、毎年、院内がん登録の集計結
果等を国立がん研究センターに情報提供すること。

⑦ 院内がん情報を取り扱うに当たっては、情報セキュリティーに関する基本的な方針を定めることが望ましい。
⑧ 院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策等に必要な情報を提供すること。
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整備指針の修正案



現行の整備指針の記載内容（都道府県拠点病院）

Ⅳ 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について
４院内がん登録の質的向上に向けた要件
（１） 都道府県内の医療機関が実施する院内がん登録の精度の向上のため、院内がん登録実務者として国立がん研究セ

ンターの実施する指導者研修 を修了した者を配置することが望ましい。
（２） 都道府県内の院内がん登録に関する情報の収集及び院内がん登録実務者の育成等を行うことが望ましい。

修正・追加・削除すべきものはあるか。

以下の様に修正してはどうか
４院内がん登録の質的向上に向けた要件
（１） 都道府県内の医療機関が実施する院内がん登録の精度の向上のため、院内がん登録実務者として国立がん研究セ
ンターの実施する指導者研修 を修了した者を配置することが望ましい。
（２） 都道府県内の院内がん登録に関する情報の収集及び院内がん登録実務者の育成等を行うことが望ましい。
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整備指針の修正案



現行の整備指針の記載内容（地域がん診療病院）

Ⅶ 地域がん診療病院の指定要件について
４ 情報の収集提供体制
（２）院内がん登録
①健康局総務課長が定める「標準登録様式」に基づく院内がん登録を実施すること。なお、がん登録等の推進に関する法律（平
成２５年法律第１１１号）施行後は同法に基づく院内がん登録を実施すること。

②国立がん研究センターによる研修を修了した専従の院内がん登録の実務を担う者を１人以上配置すること。なお、当該実務者
は診療ガイドラインの改定等を踏まえ必要に応じて再度研修を受講すること。

③毎年、院内がん登録の集計結果等を国立がん研究センターに情報提供すること。
④院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施する地域がん登録事業等に必要な情報を提供すること。

修正・追加・削除すべきものはあるか。
以下の様に修正してはどうか。
（２）院内がん登録
①がん登録等の推進に関する法律（平成25年法律第111号）第44条第１項の規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に
係る指針（平成27年厚生労働省告示第470号）に即して院内がん登録を実施すること。

②院内がん登録に係る実務に関する責任部署を明確にすること。当該病院の管理者又はこれに準ずる者を長とし、医師、看護
師及び診療情報管理士等から構成され、当該病院における院内がん登録の運用上の課題の評価及び活用に係る規定の策
定等を行う機関を設置すること。

③国立がん研究センターが実施する研修で認定を受けている、専従の院内がん登録の実務を担う者を１人以上配置すること。
認定については、中級認定者とされている認定を受けることが望ましい。また、配置された者は国立がん研究センターが示す
がん登録に係るマニュアルを習熟すること。

④院内がん登録の登録様式については、国立がん研究センターが提示する院内がん登録に係る標準様式に準拠すること。
⑤適宜、登録対象者の生存の状況を確認すること。
⑥院内がん情報等を全国規模で収集し、当該情報を基にしたがん統計等の算出等を行うため、毎年、院内がん登録の集計結果
等を国立がん研究センターに情報提供すること。

⑦院内がん情報を取り扱うに当たっては、情報セキュリティーに関する基本的な方針を定めることが望ましい。
⑧院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策等に必要な情報を提供すること。
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整備指針の修正案




